
  
 

 
 
 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
つ
て
は
、
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手
方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公
明
の
確
保
に
支
障

を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
） 

第
八
条
の
二
の
二 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
つ

て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
十
三
条
の
二
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



 

  
 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条 

削
除 

 

（
関
係
法
律
の
整
備
） 

第
四
条 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。



  
 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

最
近
に
お
け
る
政
治
資
金
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
の
適
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上
に
よ
り
政

治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
回
復
を
図
る
た
め
、
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
い

わ
ゆ
る
政
策
活
動
費
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


